
（平成２１年１０月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認愛媛地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

愛媛厚生年金 事案 431 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、Ａ事

業所における平成 18 年 12 月８日の標準賞与額を 15 万 5,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 52 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 18 年 12 月８日 

    平成 18 年 12 月８日に支給された賞与について、厚生年金保険料を控除さ

れているのにもかかわらず、標準賞与額の記録に漏れがあるので訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された賞与支給明細書、Ａ事業所から提出された所得税源泉

徴収簿兼賃金台帳及び回答文書から判断すると、申立人は、平成 18 年 12 月

８日に同事業所から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。  

  また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給明細書及び所得税源泉徴

収簿兼賃金台帳の賞与額から、15 万 5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与等支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保

険料も納付していないとしており、その結果、社会保険事務所は、申立人が

主張する平成 18 年 12 月８日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 



                      

  

愛媛国民年金 事案 485 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から５年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年３月まで 

    平成 11 年 11 月に社会保険事務所から国民年金追納勧奨状が届いたので、

夫に相談し、追納分の保険料を納付した。 

    領収書は既に処分したが、平成 11 年 12 月末までに役場で納付した記憶は

残っている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金追納勧奨状を除き、申立人が、申立期間の国民

年金保険料を追納したことを示す関連資料（日記、確定申告書等）が無い上、

申立人の夫から聴取しても申立人が追納保険料を納付したことをうかがわせ

る証言は得られず、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を追納したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、当初、申立人が居住する町の役場で、免除されていた国

民年金保険料を納付した記憶があるとしていたものを、その後、追納したと

する場所は憶えていないと主張を変更するなど、追納した場所についての記

憶は曖昧
あいまい

である上、社会保険事務所の国民年金担当者は、申立期間当時、同

役場の窓口では現年度保険料のみを収納し、追納保険料を扱っていなかった

としている。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が申立期間につい

て、追納申込を行った記録は無く、納付書が発行された形跡も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

愛媛国民年金 事案 486 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 42 年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 明治 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 42 年７月まで 

    社会保険事務所に、国民年金の加入状況について照会したところ、申立期

間の加入記録が無いことが分かった。 

    しかし、申立期間当時、毎月、自治会の集金人が、自宅に国民年金保険料

を集金に来ていた記憶があるので、申立期間当時、国民年金の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

   （注） 申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿には、申立人の氏名

は見当たらない上、ほかに申立人が国民年金手帳記号番号を払い出されていた

ことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間当時、

国民年金に加入しておらず、国民年金保険料を納付することはできなかったと

考えられる。 

また、申立人の長男は、「両親から、国民年金保険料の納付状況について話

を聞いたことはないが、自分が幼いころ、母親が自治会の集金人に当該保険料

を渡しているところを見た記憶がある。」と主張しているところ、Ａ町役場は、

申立人が生前に居住していた同町Ｂ地区における申立期間の一部（昭和 38 年

度から 42 年度まで）に係る国民年金保険料徴収簿に、申立人の氏名は無く、

納付記録は見当たらないと回答している上、申立人の長男は、昭和＊年生まれ

であり、申立期間当時、少なくとも 22 歳になっていたものと考えられること

から、申立人の長男の主張には不自然な点が見受けられる。 

さらに、Ｃ県内の市町村は、福祉年金の支給対象となる可能性のある者（明



                      

  

治 44 年４月１日以前に生まれた者）が 70 歳に到達した際、同年金の支給要件

に係る各種年金の加入状況を本人に照会して、Ｃ県（現在はＣ社会保険事務局

に事務を移管）に報告し、同県は、当該報告に基づき索引票を作成することと

されていたが、同事務局が保管する申立人の索引票を見ると、「公的年金種

別」の「厚年」欄には、厚生年金手帳記号番号が記載されているが、「国年」

欄は空欄となっていることから、申立人は、70 歳になった昭和 50 年当時、Ａ

町から上記の照会があった際、国民年金に加入していない旨を回答した可能性

がうかがわれる。 

加えて、申立人及び申立人の妻が国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



                      

  

愛媛国民年金 事案 487 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年４月から 59 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 58 年４月から 59 年３月まで 

現在居住する市に転居してから、集金人に勧められ、未納であった過去１

年の国民年金保険料を一括納付した。 

納付金額は、月額 1,400 円で 12 か月分の１万 6,800 円くらいだったと記

憶している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）が無い上、申立人が現在居住する市が保管する国民年金被保険者被保険

者名簿によると、国民年金の任意加入対象者であった申立人は、昭和 58 年４

月 26 日に国民年金被保険者資格の喪失の申出を行い、59 年４月２日に被保険

者資格の再取得の申出を行ったことが推認でき、申立期間は国民年金の未加入

期間であり、保険料を納付することができなかった期間であったと考えられる。 

また、申立人は、「保険料は月額 1,400 円で、12 か月分の１万 6,800 円く

らいを一括納付した。」と申し立てているところ、申立期間当時の国民年金保

険料は６万 9,960 円（月額 5,830 円の 12 か月分）であり、申立金額と大きく

相違している。 

さらに、申立人が現在居住する市が保管する検認台帳により、申立人が、同

市において、昭和 58 年４月 30 日に、同年３月まで居住していた市で未納とし

ていた 57 年 11 月から 58 年３月までの保険料２万 6,100 円を納付しているこ

とが確認でき、保険料の納付期間を誤認している可能性がうかがわれる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 432 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年 10 月１日から 24 年８月 25 日まで 

             ② 昭和 24 年９月１日から 25 年８月 10 日まで 

             ③ 昭和 25 年８月 18 日から 26 年 10 月 25 日まで 

             ④ 昭和 26 年 11 月 25 日から 27 年２月２日まで 

             ⑤ 昭和 28 年２月 20 日から同年４月 25 日まで 

             ⑥ 昭和 28 年５月２日から同年６月５日まで 

             ⑦ 昭和 28 年７月１日から 34 年４月５日まで 

    60 歳ごろ、年金手続のために社会保険事務所へ行ったところ、申立期間

については脱退手当金が支給されていることを初めて知った。 

退職時に事業所から脱退手当金についての説明など無く、脱退手当金を

請求し、受け取った記憶が無いので、厚生年金の算定期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳によると、昭和 36 年 12 月に、脱退手当

金の支給額の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から

当該脱退手当金の裁定庁である社会保険事務所に回答したことを示す表示が

確認できる上、当該社会保険事務所が保管している厚生年金保険脱退手当金

支給報告書には、申立期間に係る脱退手当金の支給額や裁定年月日が記載さ

れているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正に

ついては、認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年９月１日から 15 年６月６日まで 

    社会保険事務所職員の自宅訪問により、事業主として勤務したＡ事業所に

おける申立期間の標準報酬月額が、社会保険事務所により改ざんされている

ことが分かった。 

    厚生年金保険料を滞納していたことは確かであるが、標準報酬月額の訂正

に係る届出は行ったことはないので、標準報酬月額を当初の記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録によると、申立人が勤務していたＡ事業所は、平成 15 年

６月６日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているところ、申立人に係る

厚生年金保険の標準報酬月額が同年３月 27 日付けで、13 年３月から 15 年２

月までの期間が 62 万から 50 万円に訂正され、その後、16 年１月８日付けで、

12 年９月が 59 万円から 10 万 4,000 円、同年 10 月から 13 年２月までの期間

が 62 万円から 10 万 4,000 円、同年３月から 14 年９月までの期間が 50 万円か

ら 10 万 4,000 円、同年 10 月から 15 年２月までの期間が 50 万円から９万

8,000 円、同年３月から同年５月までの期間が 62 万円から９万 8,000 円に、

それぞれ記録訂正されていることが確認できる。 

   しかしながら、Ａ事業所の商業登記簿謄本により、申立人は、上記の最初の

記録訂正が行われる直前の平成 15 年１月 27 日に辞任するまで同事業所の代表

取締役、また、２回目の記録訂正が行われた当時を含む同年５月 31 日以降、

同事業所の取締役であったことが確認できる上、申立人は、上記の代表取締役

を辞任した理由について、「町議会議員に当選したため、登記簿上は母親に代

表取締役を交代してもらったが、会社が平成 15 年６月ごろに倒産するまで、



                      

  

私が、会社を経営しており、実質的な代表取締役であった。」と供述している。 

   また、申立人は、「平成 15 年ごろ、社会保険料を滞納しており、社会保険

事務所の職員から、私とその家族の標準報酬月額を５年間さかのぼって引き下

げるよう依頼された。」と供述している上、社会保険事務所が保管するＡ事業

所に係る滞納処分票には、申立人に係る標準報酬月額について、最初の減額訂

正が行われた日の前日（平成 15 年３月 26 日）に申立人から社会保険関係の届

出があり、平成 15 年３月末が納付期限の同年２月分の保険料から納付方法を

口座振替とし、滞納保険料については、分割納付することを申立人と約束した

旨の記載があることから、申立人が社会保険事務所による標準報酬月額の記録

訂正に同意していなかったとは考え難い。 

   さらに、申立期間当時、Ａ事業所において社会保険関係の事務を担当してい

た従業員は、申立人が当該記録訂正に関与したと思う旨の供述を行っている。 

   加えて、社会保険事務所が作成した聴取書には、申立人が、平成 17 年１月

７日に来所した際、未納となっている厚生年金保険料があることを承知してい

たことを示す記録がある上、同事務所が保管する同日付けの債務承認書には、

14 年 10 月及び同年 11 月分の厚生年金保険料に係る延滞金額（８万 6,300

円）のみ記載されていることから、申立人は、上記２回目の厚生年金保険の標

準報酬月額に係る記録の減額訂正により、未納保険料が当該延滞金のみである

ことを認識していたことが推認できる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、実質的な代表取締役として

標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと主張

することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 434 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年２月から 63 年２月まで 

             ② 平成３年７月から４年３月１日まで 

             ③ 平成 16 年 12 月１日から 17 年２月２日まで 

    厚生年金保険の加入記録について社会保険事務所に照会したところ、Ａ事

業所に勤務していた申立期間①、Ｂ事業所に勤務していた申立期間②及びＣ

事業所に勤務していた申立期間③について、加入記録が無いことが分かった。 

    しかし、申立期間当時、これらの事業所に勤務していたことは確かであり、

給与から厚生年金保険料を控除されていたと思うので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人が記憶しているＡ事業所の同僚の証言によ

り、時期は特定できないものの、申立期間①当時、申立人が同事業所に勤務

していたことは推認できる。 

    しかしながら、Ａ事業所は、申立期間①当時の人事及び厚生年金保険関係

の資料を既に廃棄しており、従業員に対する厚生年金保険手続の実施状況に

ついては不明としているところ、社会保険庁の記録から、申立人が記憶して

いる同僚５人のうちの１人は、本人が記憶する入社日に厚生年金保険に加入

しているが、その他の４人は、本人が記憶する入社日の３か月、６か月又は

１年程度後に厚生年金保険に加入していることが確認できることから、同事

業所は、一部の従業員について、入社時に厚生年金保険の加入手続を行って

いなかったことがうかがわれる。 

    また、申立人の同僚３人は、雇用保険と厚生年金保険の加入期間が一致し

ているところ、申立人は、雇用保険の加入記録から、申立期間①当時、同保



                      

  

険に加入していなかったことが確認できる。 

    さらに、Ａ事業所は、申立期間①当時の賃金台帳を既に廃棄していること

から、当時の厚生年金保険料の控除について不明としている上、当時の経理

担当事務員は、申立人に係る厚生年金保険料の控除について記憶に無いとし

ている。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

２ 申立期間②については、申立人が記憶しているＢ事業所の同僚の証言によ

り、時期は特定できないものの、申立期間②当時、申立人が同事業所に勤務

していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｂ事業所から提出された申立人の健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書並びに同資格喪失確認通知書に

より、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の取得日（平成４年３月１日）

及び喪失日（平成６年５月 26 日）が社会保険庁の記録と一致していること

が確認できる。 

   また、Ｂ事業所は、申立期間②当時、申立人が厚生年金保険に加入してい

なかったことから、申立人の給与から厚生年金保険料を控除することはあり

得ないとしている。 

    このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

３ 申立期間③については、雇用保険の加入記録及びＣ事業所から提出された

出勤簿により、申立人が、申立期間③当時、同事業所に勤務していたことが

確認できる。 

   しかしながら、Ｃ事業所から提出された給与台帳により、申立期間③当時、

申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていなかったことが確認できる。 

   また、申立人は、健康保険の加入記録及び社会保険庁の記録から、申立期

間③当時、任意継続の健康保険に加入し、国民年金に加入の上、国民年金保

険料の全額申請免除を受けていることが確認できる。 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 435 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年１月１日から 21 年３月１日まで 

    昭和 19 年１月に、Ａ事業所の「＊Ｂ丸」に乗船し、カツオやマグロの一

本釣り漁のために、日本からＣ国に向け出港したが、結局、漁を行うことな

く、日本軍の食料運搬の仕事に従事した後、21 年２月に日本に帰国した。 

申立期間当時、Ａ事業所に勤務し、「＊Ｂ丸」に乗船していたことは確か

なので、同期間について、船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間当時、「＊Ｂ丸」に乗船していたことは、申立人の同僚

３人の証言により推認できる。 

   一方、社会保険事務所が保管する船舶所有者名簿において、申立人が記憶す

るＡ事業所は、名称が確認できないものの、名称が類似するＤ事業所の名称が

確認でき、同事業所が申立期間当時に所有していた船舶の中に「Ｂ丸」の名称

が付されたものが複数確認できる上、Ｄ事業所の商業登記簿謄本において、大

正 14 年にＡ事業所を合併した旨の記載があることから、「＊Ｂ丸」の所有者

はＤ事業所であったものと推認される。 

   また、Ｄ事業所は、社会保険事務所の記録により、申立期間当時、船員保険

の適用事業所（船舶所有者）であったことが確認できる。 

   しかしながら、上記の船舶所有者名簿におけるＤ事業所の所有船舶名（船員

保険の適用船舶名）に「＊Ｂ丸」が確認できない上、同事業所の船員保険被保

険者名簿の中に申立人の氏名は無く、申立人及び同僚３人が一緒に乗船してい

たと記憶する申立人以外の乗組員 14 人のうち、６人については、社会保険庁

の記録により氏名が確認できるものの、申立期間に係る船員保険の被保険者記

録は無い。 



                      

  

   また、申立期間当時の船員保険法では、漁船の乗組員の中で船員保険の被保

険者とされたのは、汽船トロール漁業、母船式漁業、汽船捕鯨業又は機船底曳

網漁業（東経 130 度以東の海面を操業区域とするものを除く。）に従事する漁

船に乗り組む船員とされていたところ、申立人は、「カツオやマグロの一本釣

り漁に行く予定であった。」と供述していることを踏まえると、申立人は船員

保険の被保険者には該当しなかったものと推認される。 

   このほか、申立人の申立期間当時における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 436 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者としてその主張する標準報

酬月額に基づく船員保険料を事業主により給与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年 10 月１日から平成 14 年５月 20 日まで 

    平成 14 年ごろ、社会保険事務所に給与明細書を持参し、年金支給額に誤

りがないか確認してもらったところ、Ａ事業所に勤務していた申立期間のう

ち、少なくとも、平成４年ごろから 14 年までの期間について、標準報酬月

額の記録が実際の給与支給額に見合う標準報酬月額よりも低くなっているこ

とが分かった。 

    このため、申立期間全般について、標準報酬月額の記録に誤りがないか調

査し、標準報酬月額を実際の給与支給額に見合うものとなるよう訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管する船員保険給付記録台帳（写）により、平成元年及

び６年から 14 年までの期間に計 11 回、１回当たり６万 8,418 円から 31 万

9,668 円の傷病手当金が申立人に支給されていることが確認できるところ、当

該支給額は、いずれも、社会保険庁の標準報酬月額の記録に基づき計算された

傷病手当金の支給額と一致している。 

   また、社会保険事務所が保管するＡ事業所の平成 10 年度から 13 年度分の船

員保険被保険者報酬月額算定表（実態届）（写）に記載されている申立人の標

準報酬月額が 47 万円であることが確認できるところ、これは社会保険庁の記

録と一致している。 

   さらに、税務署が保管する申立人に係る平成 14 年分給与所得の源泉徴収票

（写）に記載されている同年１月から同年５月 20 日までの社会保険料控除額

（29 万 7,086 円）は、社会保険庁の標準報酬月額の記録（47 万円）を基に計



                      

  

算された同年１月から同年４月分までの船員保険料額と一致していることから、

Ａ事業所が、申立人の給与から、社会保険庁の標準報酬月額の記録に見合う船

員保険料を控除していたことを確認できる。 

   加えて、Ｂ運輸局が保管する船員保険失業等給付支給台帳（写）及び船員保

険失業保険金請求書（写）により、平成 14 年５月 28 日から 15 年４月 22 日ま

での失業保険の給付基礎日額が１万 5,670 円であることが確認できるところ、

これは社会保険庁の標準報酬月額（47 万円）の記録に基づき計算された同給

付基礎日額と一致している。 

   このほか、Ａ事業所は、申立期間における社会保険関係の資料が残っていな

いため、標準報酬月額の算定状況について不明としている上、当該期間に社会

保険関係の事務を担当していた事業主の妻は、標準報酬月額の算定状況につい

て、憶えていないとしている。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として、申立期間にその主張する標準報酬月額に基づく

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 437 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年１月ごろから 21 年１月１日まで 

    昭和 19 年１月に、Ａ事業所の「＊Ｂ丸」に乗船し、カツオやマグロの一

本釣り漁のために日本からＣ国に向け出港したが、結局、漁を行うことなく、

日本軍の食料運搬の仕事に従事した後、20 年 12 月末に日本に帰国した。 

申立期間当時、Ａ事業所に勤務し、「＊Ｂ丸」に乗船していたことは確か

なので、同期間について、船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間当時、「＊Ｂ丸」に乗船していたことは、申立人の同僚

３人の証言により推認できる。 

   一方、社会保険事務所が保管する船舶所有者名簿において、申立人が記憶す

るＡ事業所は、名称が確認できないものの、名称が類似するＤ事業所の名称が

確認でき、同事業所が申立期間当時に所有していた船舶の中に「Ｂ丸」の名称

が付されたものが複数確認できることから、「＊Ｂ丸」の所有者はＤ事業所で

あったものと推認される。 

   また、Ｄ事業所は、社会保険事務所の記録により、申立期間当時、船員保険

の適用事業所（船舶所有者）であったことが確認できる。 

   しかしながら、上記の船舶所有者名簿におけるＤ事業所の所有船舶名（船員

保険の適用船舶名）に「＊Ｂ丸」が確認できない上、同事業所の船員保険被保

険者名簿の中に申立人の氏名は無く、申立人及び同僚３人が一緒に乗船してい

たと記憶する申立人以外の乗組員 14 人のうち、６人については、社会保険庁

の記録により氏名が確認できるものの、申立期間に係る船員保険の被保険者記

録は無い。 

   また、申立期間当時の船員保険法では、漁船の乗組員の中で船員保険の被保



                      

  

険者とされたのは、汽船トロール漁業、母船式漁業、汽船捕鯨業又は機船底曳

網漁業（東経 130 度以東の海面を操業区域とするものを除く。）に従事する漁

船に乗り組む船員とされていたところ、申立人は、「カツオやマグロの一本釣

り漁に行く予定であった。」と供述していることを踏まえると、申立人は船員

保険の被保険者には該当しなかったものと推認される。 

   このほか、申立人の申立期間当時における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 438 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年ごろの半年間 

    申立期間当時、Ａ事業所に勤務していた。 

給与明細書等は無いが、申立期間について、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の具体的な供述から判断すると、申立人がＡ事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

 しかしながら、Ａ事業所は、平成 11 年４月 23 日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっている上、同事業所の元代表取締役から聴取しても、資料が無い

として申立人の厚生年金保険料控除についての証言を得ることができない。 

また、Ａ事業所に係る社会保険庁の記録によると、申立人が申立期間当時一

緒に同事業所で勤務していたとする上司は、申立期間後の平成７年３月１日に

厚生年金保険に加入していることが確認できる上、同事業所に勤務していた別

の上司は、「入社して３か月は社会保険の加入はなかった。その後、様子を見

て社会保険に加入させていた。」と証言している。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立期間当時の雇

用保険の加入記録も無い上、社会保険庁の記録によると、申立人は、申立期間

及びその前後の期間において国民年金に加入し、国民年金保険料が免除されて

いることが確認できる。    

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 439 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 11 月 17 日から 48 年６月１日まで 

    昭和 47 年５月から 48 年 10 月までＡ事業所に勤務していたが、社会保険

庁の記録によると、48 年６月から同年 10 月までの期間がＢ事業所において

厚生年金保険に加入した記録に変更されている上、申立期間が厚生年金保険

の未加入期間とされている。 

 継続してＡ事業所に勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所の事業主は、「昭和 44 年 10 月から同事業所を経営し、47 年６月

にＣ事業所を買収し、同事業所をＢ事業所に名称変更した上で、それぞれの事

業所を同一の場所で一体的に経営していた。」と証言しているところ、申立人

が、昭和 47 年５月８日から同年 11 月 17 日までの期間はＡ事業所に、48 年６

月１日から同年 10 月 20 日までの期間はＢ事業所に、それぞれ勤務していたこ

とは、厚生年金保険の加入記録及び雇用保険の加入記録が一致していることか

ら確認できる。 

しかしながら、申立人が申立期間においてＡ事業所又はＢ事業所に勤務して

いたことは、それぞれの事業所で当時勤務していた従業員及び事業主から証言

を得ることができず、雇用保険の加入記録も無いことから確認できない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ事業所の申立人に係る健康保険厚生年金

保険被保険者原票によると、申立人は、昭和 47 年 12 月 20 日に健康保険証を

返納していることが確認できる上、社会保険事務所が保管する同事業所及びＢ

事業所のそれぞれの被保険者原票の中に申立人の氏名は無く、健康保険被保険

者番号に欠番も無い。    



                      

  

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 


